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主 要 判 決 全 文 紹 介

１　本件訴訟は、特許庁が「（メタ）アクリル酸エステル共重合体」とする原告の特許発明に対して、本
件発明は進歩性を欠くとした特許異議の決定により特許を取り消されたことを不服として、原告は、
以下の３点を不服の理由として、主張した。

（１）　引用例１発明に対する進歩性に関する判断の誤り
（引用例１発明において、構成モノマーとしてｄ成分を含ませることを本件出願時における当業者

が容易に想到し得たということはできない、及び引用例１発明におけるｂ成分の配合量及びｃ成分
の配合量の値を変更し、本件発明における数値範囲内に調整することについて、本件出願時に当業

≪知的財産高等裁判所≫
特許取消決定取消請求事件

（「（メタ）アクリル酸エステル共重合体」特許（特許第6419863号。請求項数２。）
取消決定請求事件）［上］（全２回）
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